
集団健診は に受診してください!!
石綿の健康不安がある方はこの機会をぜひご活用ください！

2019年7月末まで

石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査は
2019年7月末で終了します。

しています。





過去に石綿（アスベスト）にばく露した可能性のある方に対し、健康被害への不安をやわらげるとともに、ご自身の健康状態を確認し、健康管理に
役立てる機会としていただくため、神戸市では環境省の委託を受け「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」を実施しています。

集団健診は

2019年7月末 までに

受診してください！！

石綿ばく露者の健康管理に係る
　　　試行調査は、2019年7月末で終了します。



石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査事業 同意書 

 

<同意いただきたい事項> 

・ 中皮腫などの石綿関連疾患について、必ずしも早期発見できるとは限らないこと 

・ 石綿関連疾患を早期発見できた場合でも、保健指導等の健康管理により予後の改善や完治につながる

とは限らないこと 

・ 医学的検査自体に、放射線被ばく等によるリスクがあること 

・ 各検査で、それぞれ特性により効果やリスクが異なること 

・ 調査実施期間は平成31年度までを予定しており、その間神戸市より必要に応じて、健康状態等を確認す

るための電話や毎年の胸部 X線健診の受診勧奨、また市の事業のご案内などを送付することがあること 

・ 調査実施期間は平成 31年度までを予定しているが、平成 31年度末までに事業を終了する可能性がある

こと 

・ 胸部ＣＴ検査は公益財団法人 兵庫県予防医学協会（神戸市灘区岩屋町北町 1丁目 8-1）で受けること 

・ 呼吸器などの症状が現れた場合は、健診結果に関わらず、速やかに医療機関を受診すること 

・ 石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精密検査については、精密検査委託医療機関で受けること 

・ 当事業のうち公費で負担されるのは、胸部ＣＴ検査費用、石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精

密検査費用、保健指導にかかる費用であること 

・ 本試行調査にとって必要な場合は、市が医療機関に検査結果等を照会し、情報を得ること 

・ 転居・病気等で調査に参加できず音信不通になった場合、神戸市等が居住情報等について、住民基本

台帳人口動態調査、地域がん登録などの行政が保有する情報を利用し、現況を確認する場合があること 

・ 神戸市より転居した場合でも、環境省より委託を受けた事務局がアスベストの健康管理に関する転居者調

査を実施すること。 

・ 個人情報は神戸市において適正に管理・保管し、環境省、独立行政法人環境再生保全機構またはその

委託を受けたものが調査または法令上の措置に必要な範囲で共同利用すること 

 

※参加は同意者本人の自由意志によるものであり、参加に同意した場合であっても随時これを撤回すること

ができる。 

※調査結果を公表する場合には、個人が特定できないような形式で公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式１（保健所用） 

神戸市長殿                         平成  年  月  日 

私は神戸市が実施する石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査事業の目的を理解するとともに、 

上記の事項を確認のうえ同意します。 

 

署  名：                   

住  所：                  

電話番号：                  



石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査事業について 

 

<目的> 

この事業は、結核健診を受診される方のうち、石綿ばく露歴やその不安があり、下記について同

意いただける方に対して早期発見・治療・不安軽減のために必要に応じてＣＴ検査や保健指導等を

行う試行調査事業で、神戸市が環境省の委託を受けて実施するものです。ただし石綿管理手帳を取

得している方、石綿障害予防施行規則により職場等で石綿に関する特殊健診を受診できる方、石綿

関連疾患で医療機関を受診している方は、継続的に石綿関連疾患に係る健康管理が行われているた

め対象外となります。 

 

<同意いただきたい事項> 

・ 中皮腫などの石綿関連疾患について、必ずしも早期発見できるとは限らないこと 

・ 石綿関連疾患を早期発見できた場合でも、保健指導等の健康管理により予後の改善や完治につながる

とは限らないこと 

・ 医学的検査自体に、放射線被ばく等によるリスクがあること 

・ 各検査で、それぞれ特性により効果やリスクが異なること 

・ 調査実施期間は平成31年度までを予定しており、その間神戸市より必要に応じて、健康状態等を確認す

るための電話や毎年の結核健診の受診勧奨、また市の事業のご案内などをお送りすることがあること 

・ 調査実施期間は平成 31年度までを予定しているが、平成 31年度末までに事業を終了する可能性がある

こと 

・ 胸部ＣＴ検査は公益財団法人 兵庫県予防医学協会（神戸市灘区岩屋町北町 1丁目 8-1）で受けること 

・ 呼吸器などの症状が現れた場合は、健診結果に関わらず、速やかに医療機関を受診すること 

・ 石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精密検査については、精密検査委託医療機関で受けること 

・ 当事業のうち公費で負担されるのは、胸部ＣＴ検査費用、石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精

密検査費用、保健指導にかかる費用であること 

・ 本試行調査にとって必要な場合は、市が医療機関に検査結果等を照会し、情報を得ること 

・ 転居・病気等で調査に参加できず音信不通になった場合、神戸市等が居住情報等について、住民基本

台帳人口動態調査、地域がん登録などの行政が保有する情報を利用し、現況を確認する場合があること 

・ 神戸市より転居した場合でも、環境省より委託を受けた事務局がアスベストの健康管理に関する転居者調

査を実施すること。 

・ 個人情報は神戸市において適正に管理・保管し、環境省、独立行政法人環境再生保全機構またはその

委託を受けたものが調査または法令上の措置に必要な範囲で共同利用すること 

 

※参加は同意者本人の自由意志によるものであり、参加に同意した場合であっても随時これを撤回すること

ができる。 

※調査結果を公表する場合には、個人が特定できないような形式で公表します。 

何かご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

【問い合わせ先】          

神戸市保健福祉局保健所調整課 

ＴＥＬ：078-322-6517 

ＦＡＸ：078-322-6053 

様式１（本人用） 



 

神戸市石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査質問票 

 

フリガナ   

生年月日 

明 ・ 大 ・ 昭 ・ 平 

氏名   年  月  日  歳（満  歳） 

現住所 
〒    －      性別 男  ・  女 

 
電話番号 （     ）     －    

 Ａ  あなたは、今まで下記の作業をしたり、その周辺で作業をしたことがありますか。アルバイトなど

の短期間の作業も含め、A-1で当てはまるすべての□に☑をつけてください。石綿関連作業をしたり、

その周辺で作業をしてたことがある場合は、A-2の中から当てはまるすべての□に☑をつけてくださ

い。石綿関連作業かどうか判らない場合も、☑をつけてください。 

Ａ－１ 

1□. 石綿関連作業もその周辺での作業もしたことがない。 

2□. 石綿関連作業をしたことがある。 

3□. 石綿に関連する作業はしていないが、石綿に関連する作業が行われている周辺で作業（事務や経理

等）をしていた。 

4□. 作業内容を覚えていない時期がある。 

5□. 石綿関連作業に関連する作業かどうかわからない。     

 

Ａ－２ 

1□. 石綿鉱山での作業、石綿製品の製造に関わる作業 

2□. 石綿や石綿含有岩綿等の吹付・貼り付け等作業 

3□. 石綿原綿または石綿製品の運搬・倉庫内作業 

4□. 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業 

5□. 造船所内の作業 

6□. 建築現場の作業 

7□. 解体作業（建築物、工作物（注）、石綿含有製品等）  

注：住宅とならない建物(立体駐車場、橋、トンネル等) 

8□. 湾港での荷役作業 

9□. 発電所・変電所・その他電気設備での作業 

10□. 鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業 

11□. 自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業 注：船舶の製造、整備等は５に該当 

12□. 鉄道等の運行に関わる作業 

13□. ガラス製品製造に関わる作業 

14□. 石油精製工場、化学工場内の精製・製造作業や配管修理等の作業 

15□. 清掃工場または廃棄物の収集・運搬・中間処理・処分の作業 

16□. 電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業 

17□. レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる作業 

18□. その他石綿に関連する作業（                                      ） 

19□. タルク等石綿含有物を使用する作業（                                 ） 



 

 B  あなたのご家族のことについてお聞きします。下記についてのことを経験していますか。当てはま

るすべての□に☑をつけてください。 

1□. 家族が石綿関連の仕事をしていたことがあり、道具や作業着・マスクを家に持ち帰っていた。 

（具体的に：夫、妻、兄弟姉妹、祖父母などが、                 の仕事をしていた。） 

2□. 石綿に関する作業が、自宅で行われた（自分が作業をしていない場合も含みます）。 

（具体的に：                                                   ） 

3□. わからない 

4□. いずれにも当てはまらない 

1C  あなたは、「石綿取り扱い施設への立ち入り」や、「吹付石綿のある建物で過ごされたこと又は頻

繁に立ち入ったこと」がありますか。当てはまるすべての□に☑をつけてください。 

1□. Ａの作業（１～19）が行われている施設 

2□. 吹きつけ石綿のある建物（保育園、幼稚園、学校その他教育施設、職場、自宅等） 

3□. その他（                                              ） 

4□. わからない 

5□. いずれにも当てはまらない 

1D  あなたは、下記の場所の近くに住んだこと、近くの学校や職場に通っていたことはありますか。当

てはまるすべての□に☑をつけてください。 

1□. 石綿工場・鉱山の近く 

2□. 造船所の近く 

3□. 建材物置場の近く 

4□. 自動車修理工場の近く 

5□. 廃棄物回収事業上・処分場の近く 

6□. その他（                                              ） 

7□. わからない 

8□. いずれにも当てはまらない 
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石綿（アスベスト）は、日本では 2012 年より全面禁止とされていますが、1970 年～90 年代にか

けて非常に多く輸入され、建設工事等で使用されてきました。そのため、石綿が含まれる製品を取り扱う

仕事をしていた方やそのご家族、また石綿関連工場の近隣住民も石綿を吸い込んだ可能性があります。 

石綿（アスベスト）を吸い込むことにより発症する病気には、中皮腫、石綿肺、石綿肺がん、良性石線

胸水、びまん性胸膜肥厚などがあります。石綿を吸い込んでから影響がでるまでの期間は 15 年から 50

年と、潜伏期間が長いことが特徴です。 

そのため石綿による健康不安のある方は健診を受け、石綿による影響があるか早期に発見し早期の治療

を開始することや、継続的に健診を受けることが大切となります。 

石綿に関してご不安のある方は、区役所に健康相談窓口を設けていますのでご相談ください。（P4 参照） 

  

石綿（アスベスト）、喫煙はともに肺がんの発症リスクを高めるものです。石綿を吸い込んだ方が喫煙

すると、相乗的に肺がんになりやすいと言われており、そうでない人と比べると 50 倍以上になると言わ

れています。肺がんの発症リスクを減らすため、また呼吸機能障害を悪化させないために、禁煙をするこ

とはとても大切です。なかなかタバコがやめられないという方は、禁煙治療をしている医療機関にご相談

ください。 

 

 

 

石綿（アスベスト）を原因とする病気を発症するかどうかは、吸い込んだ石綿の量が少なければリスク

が低いというわけではありません。過去に石綿（アスベスト）を扱う仕事をしていた方や石綿による健康

不安のある方は、現在症状が無くても定期的に健診にて胸部 X 線検査を受けましょう。会社での健診を受

けている方は、会社の指示に従ってください。 

年に 1 回胸部 X 線検査を受ける機会の無い方は、以下の健診をぜひご利用ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【石綿（アスベスト）による健康被害とは】 

【禁煙のすすめ】 

【健診について】 

（１）神戸市の肺がん検診 

対象者：満 40 歳以上/受診場所：指定医療機関/検診料：自己負担金 1,000 円 

ただし、次の方は無料です。 

・満 70 歳以上（無料受診券不要） 

・40 歳総合健診の対象者（満 40 歳の誕生日の前月末に無料券を個別発送） 

・生活保護世帯に属する方/市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯に属する方 

/特定中国残留邦人等支援給付制度受給者 

(居住地の区役所あんしんすこやか係で無料受診券を交付。本人確認書類をお持ちください。) 

（２）地域巡回による胸部Ｘ線（結核）健診 

対象者：受診機会のない満 15 歳以上/受診場所：集団健診会場/健診料：自己負担金無料 

肺がん発症リスク ▶

一刻もはやい禁煙を! 

 
石綿ばく露あり 

5 倍 
 

喫煙あり 
10 倍  石綿ばく露＋喫煙 

なんと５０倍！ ※石綿ばく露なし喫煙なし 
のリスクを 1 倍とした場合 

神戸市保健所 
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石綿（アスベスト）を扱う仕事をしていた方や、受診の結果引き続き検査による経過観察や治療が必要

であると診断された本人及び家族は、以下の制度の対象になることがあります。 

 

 

１．「神戸市石綿（アスベスト）健康管理支援事業」                    

・対 象 者：神戸市内に居住し、石綿を吸い込んだ可能性があり、指定の医療機関での精密検査の結果、

胸膜プラーク等の石綿関連の所見により、引き続き「経過観察」が必要であると診断を受け

られた方で、「２．石綿健康被害救済制度」や労災保険制度など「3．その他」の制度（Ｐ３

参照）が対象外の方。 

・支援内容：「アスベスト健康管理手帳」を交付。これにより指定の医療機関（下記参照）での経過観察 

（胸部 X 線検査・胸部 CT 検査）に要する検査費用を助成。 

・申請窓口：各区・支所あんしんすこやか係（保健センター） 

 

 

 

 

 

 

指定の医療機関 

医療機関名 住  所 電 話 ＦＡＸ 

神戸労災病院 中央区籠池通4丁目1-23 231-5901 242-5316 

神戸市立医療センター 

中央市民病院 
中央区港島南町２丁目１-１ 302-4321 302-7537 

神戸大学医学部附属病院 中央区楠町７丁目５-２ 382-5111 382-5050 

神鋼記念病院 中央区脇浜町1丁目4-47 261-6711 261-6726 

神戸赤十字病院 中央区脇浜海岸通1丁目3-1 231-6006 241-7053 

済生会兵庫県病院 北区藤原台中町５丁目１-１ 987-2222 987-2221 

西神戸医療センター 西区糀台５丁目７番地1 997-2200 997-2220 

神戸市立医療センター 

西市民病院 
長田区一番町２丁目４番地 576-5251 576-5358 

※医療機関には、事前に受診方法や受付時間等を確認してください。 

※受診の際には、石綿を吸い込んだ時期や期間、職歴、業種等をお伝えください。 
 
 
 

【健康被害に係る支援制度】 
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２．「石綿健康被害救済制度」                               

・対 象 者：①「中皮腫」、「石綿による肺がん」、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」、「著しい呼吸機能

障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の診断を受けられた方で、労災保険制度など「3．その他」

（下記参照）の制度が対象外の方。 

②上記①の疾病により死亡され労災保険制度等の対象外となる方のご遺族。 

・給付内容：上記対象者①…医療費・療養手当等 

上記対象者②…特別遺族弔慰金等 

・申請窓口：各区・支所あんしんすこやか係（保健センター）を通じて(独)環境再生保全機構へ申請。 

 ※石綿健康被害救済制度のくわしい説明は 

（独）環境再生保全機構 
フリーダイヤル 0120－389－931 ※平日 9 時 30 分から 17 時 30 分 

ホームページ http://www.erca.go.jp/asbestos/ 

 
３．その他                                         

お仕事で石綿を取り扱っていた場合の主な補償制度 

対象 制度 お住まいの区 管轄 住所・電話番号 

企業に勤務 

 

もしくは 

 

一人親方 

（特別加入者） 

石綿に関する 

健康管理手帳 
全区 兵庫労働局健康課 

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 

神戸クリスタルタワー16 階 

367-9153 

労災保険制度 

東灘区 西宮労働基準監督署 

西宮市浜町 7-35 

西宮地方合同庁舎 

0798-26-3733 

灘区・中央区 神戸東労働基準監督署 

神戸市中央区海岸通 29 

神戸地方合同庁舎３階 

332-5353 

上記以外の区 神戸西労働基準監督署 
神戸市兵庫区水木通 10-1-5 

576-1831 

全区 兵庫労働局労災補償課 

神戸市中央区東川崎町 1-1-3 

神戸クリスタルタワー16 階 

367-9155 

元船員 

船員健康管理手帳 

国土交通省海事局船員政策課安全衛生室 

（または最寄りの地方運輸局へ） 
03-5253-8111 

（神戸最寄りの地方運輸局） 

神戸運輸監理部 

海上安全環境部船員労働環境・海技資格課 

神戸市中央区波止場町 1-1 

神戸第二地方合同庁舎 

321-7053 

船員保険制度 全国健康保険協会船員保険部 
03-6862-3060(携帯電話の方) 

0570-300-800 

元国鉄職員 石綿補償制度 
(独)鉄道・運輸機構 

国鉄清算事業管理部 職員課 
045-222-9567 

公務員 勤務していた職場へ確認してください 

※該当条件や給付内容の詳細については、それぞれの連絡先までお問合せください。 

 

http://www.erca.go.jp/asbestos/
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相談内容 相談先 電話番号 

健康相談 

東灘区健康福祉課あんしんすこやか係 

（東灘保健センター） 
８４１－４１３１（代） 

灘区健康福祉課あんしんすこやか係 

（灘保健センター） 
８４３－７００１（代） 

中央区健康福祉課あんしんすこやか係 

（中央保健センター） 
２３２－４４１１（代） 

兵庫区健康福祉課あんしんすこやか係 

（兵庫保健センター） 
５１１－２１１１（代） 

北区健康福祉課あんしんすこやか係 

（北保健センター） 
５９３－１１１１（代） 

北区北神区役所保健福祉課 

あんしんすこやか係（北神保健センター） 
９８１－５３７７（代） 

長田区健康福祉課あんしんすこやか係 

（長田保健センター） 
５７９－２３１１（代） 

須磨区健康福祉課あんしんすこやか係 

（須磨保健センター） 
７３１－４３４１（代） 

須磨区北須磨支所保健福祉課 

あんしんすこやか係（須磨保健センター） 
７９３－１３３５（直） 

垂水区健康福祉課あんしんすこやか係 

（垂水保健センター） 
７０８－５１５１（代） 

西区健康福祉課あんしんすこやか係 

（西保健センター） 
９２９－０００１（代） 

保健福祉局保健所調整課 ３２２－６５１７（直） 

建築物解体等の 

アスベスト除去 

工事指導 

環境局環境保全部環境保全指導課 ５９５－６２２２ 

アスベスト含有 

家庭用品の廃棄 
環境局事業部業務課 ５９５－６１４４ 

吹付けアスベスト 

調査・除去等補助 
建築住宅局建築指導部安全対策課 ５９５－６５６７ 

一般住宅相談 すまいるネット 
６４７－９９００ 

10 ～17 時（水曜定休） 

港湾労働者相談 
神戸港湾労働組合協議会 

港運同盟兵庫地方本部 

専用相談電話：３３３－５５９３ 

10 ～16 時（土・日・祝日除く） 

※お問い合わせやご相談は、月曜日から金曜日の８時４５分から 17 時 30 分となっております。 

 

 

 

 

 
（2019.9） 

【石綿（アスベスト）に関する相談窓口】 



   年  月  日 

 

神戸市 石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査 

精密検査依頼書兼回答書 
 

神 戸 市 保 健 所  

（実施機関）公益財団法人 兵庫県予防医学協会  
 

 年  月  日に実施しました石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査において、下記の方に精密検査が必要で

あると認めました。ご多忙中恐縮ですが、精密検査をお願いいたします。 

なお、当試行調査では要精検者の追跡調査を行っています。お手数ながら、所要事項を記入のうえ、同封の封筒により

神戸市保健所までご送付くださいますよう併せてお願い申し上げます。 
 

 

 
 

I D  生年月日 T・S    年   月   日 

 

（回答）  切り離さずこのままご返送ください 

精検受診日   年  月  日 医療機関コード          

精密検査 

医療機関名 

 

 

医師名               

検査内容 

1. 胸部 CT（造影） 2. 胸部単純撮影 3. 胸腔鏡検査 

4. 気管支ファイバースコピー 5. 経気管支肺生検 6. 経皮生検 

7. 胸水一般検査 8. 病理組織診断 9. 細胞診断 10. 腫瘍マーカー 

診断名 

（Ａ，Ｂどちらか 

選択してください） 

□ Ａ．石綿関連疾患による 

1. 中皮腫  2. 肺がん  3. 石綿肺  4. びまん性胸膜肥厚  5. 良性石綿胸水 

6. 胸膜プラーク  7. その他（                     ） 

□ Ｂ．石綿関連疾患以外 

診断名（                                ） 

判定 
1. 異常なし  2. 要治療  3. 要経過観察  4. 年１回の胸部 X 線健診でよい 

5. その他（                                ） 

紹介して 

いただいた制度 

□労働者災害補償制度(労災保険制度)     □石綿健康被害救済制度(労災対象外) 

□石綿に関する健康管理手帳(労災対象)   □神戸市石綿健康管理支援事業(労災対象外) 

↳（注）制度のご紹介は、診断名が「A.石綿関連疾患による」に該当し、判定が「要治療」もしくは「要経過観察」の場合のみお願いします。 

※神戸市健康管理支援事業に該当する場合は、お住まいの区のあんしんすこやか係に申請勧奨いただくと共に事前に神戸市保健所調整課までご一報ください。  
 

【連絡・送付先】 〒650-8570 神戸市中央区加納町 6－5－1 

      神戸市保健所調整課 電話 078-322-6517 

001.斑状影 016.不整形影 105.胸水貯留疑

004.結節影 020.無気肺様影 108.陳旧性結核影

006.塊状・腫瘤状影 021.肺気腫様影 115.間質性肺炎疑

009.索状影 022.石灰化影 121.アスベスト肺疑

010.網状影 023.胸膜肥厚 122.中皮腫疑

012.散布性粒状影 025.肺門影腫大 123.アスベストプラーク疑

013.スリガラス様陰影 028.縦隔影拡大 その他所見

015.浸潤状影 104.気胸様影 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

石綿の関連について

　１．関連疾患の可能性有

　２．否定できない

　３．判断できない 担当医

胸部 （ X線デジタル ・ C T ） 撮影所見　　（フィルム番号　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 ）



神戸市長 あて                             

 

年  月  日   

 

 

 

 

 

 

 請 求 書 
 

                               年  月分 

                             （   月 10日締切） 

                       

金額               円    

上記のとおり、請求します。 

 

内訳 

  件  名 受診者氏名 金 額 

精密検査 

 円 

 円 

 円 

 円 

 円 

合 計 人 円 

 

振込先 

銀行名（銀行番号）    （   ） 支店名（支店番号）      （  ） 

預金種別 普通・当座 口座番号  

口座名義人 
（フリガナ） 

 

備  考 

 

医院名 

所在地 

代表名 

  
 
印 



受診日ごとに１枚作成してください

48,000

5,000

10,000

単価（円） 自己負担分 D412 16,000

A000 2,820 D419 2 1,800

A000　注5 1,410 量

A000　注12 800 （　　　　　　　 ） （　        　　）ｍｌ

A001 再診料 720

A001　注3 360 単価（円） 自己負担分

A002 外来診療料 730 N000 8,600

A002　注5 360 N006　1 4,500

４抗体未満 4,000

４抗体以上 20,000

単価（円） 自己負担分 N006　4　イ 1,200

胸部ＣＴ撮影 マルチ６４列以上（共同利用施設） 10,200 N006　4　ロ 3,200

マルチ６４列以上（その他） 10,000 単価（円） 自己負担分

マルチ16列以上
64列未満 9,000 N004　2 1,900

マルチ4列以上
16列未満 7,500 N006　2 2,000

上記以外 5,600 ４抗体未満 4,000

４抗体以上 20,000

N006　4　イ 600

E200　注3 5,000 N006　4　ロ 1,600

画像診断通則4 700

画像診断通則5 1,800 単価（円） 自己負担分

画像診断通則5 3,000 D400　1 300

画像診断通則3 1,200 検査料 1,050

造影剤　品名 量 2,300

（　　　　　　　 ）（　                　　　）ｍｌ 2,900

単価（円） 自己負担分 4,200

E001 850 D026　4 1,440

画像診断通則4 700 D026　4　注3 400

E002 680

エックス線診断料通則4 570 単価（円） 自己負担分

単価（円） 自己負担分 D200　1 900

D303 72,000 D200　2 1,000

60,000 D205 1,400

重症時の場合 83,000 単価（円） 自己負担分

L008 注9 450 D419　3 500

L009 2 10,500 D007　37 1,400

25,000 D026　3 1,440

気管支肺胞洗浄法検査を同時に
行った場合の加算 2,000 D026　注3 400

円

1 中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸
膜肥厚が疑われた場合

（2）細胞診断

（1）造影胸部CT撮影

氏　　　名

受診医療機関名

N002

機能強化加算

4,500CT診断

D415

経気管肺生検法

円

同日複数科再診料

同日複数科外来診療料

薬価基準 ―

L008 5

平成31年度

病理診断管理加算１（組織診断）

自己負担率 30　・　20　・　10　・　0　％

2　中皮腫、石綿による肺がんが疑われた場合

（1）病理組織診断

0　精密検査において、初診料や再診料が必要な場合

病理組織標本作製

（1）初・再診

組織診断料

初診料

経皮的針生検法
（透視、心電図検査及び超音波検査含む）

―

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（フリガナ）

精密検査にかかる費用負担明細書

病理診断管理加算１（細胞診断）

細胞診

胸水検査

動脈血採取

（2）動脈血液ガス分析検査

D009

造影剤使用加算

3　石綿による肺がんが疑われた場合画像診断管理加算1

（1）腫瘍マーカー検査

肺気量分画測定

２項目

３項目

４項目以上

画像診断管理加算2

血液採取

電子画像管理加算

細胞診断料

気管支ファイバースコピー
（気管支肺胞洗浄法検査加算含）

（1）肺呼吸機能検査

（3）胸腔鏡検査・気管支ファイバースコピー

画像診断管理加算3

（2）胸部単純撮影

写真診断料

画像診断管理加算1

撮影料

エックス線診断料

L100に掲げる神経ブロックを併行した場合の加算料
（石綿関連疾患が疑われ精検として必要時に限る）

呼吸機能検査等判断料

血液ガス分析

D302

麻酔料

麻酔管理料（Ⅰ）

生化学的検査（Ⅰ）判断料

検体検査管理加算（Ⅰ）

精密検査合計金額

請求金額　（10円未満四捨五入）

大・ 昭・ 平

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

4　著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が疑われた場合

病理診断管理加算２（細胞診断）

病理診断管理加算２（組織診断）

生化学的検査（Ⅱ）判断料

検体検査管理加算（Ⅰ）

ｶﾞｲﾄﾞｼｰｽを用いた超音波断層法を
併せて行った場合のｶﾞｲﾄﾞｼｰｽ加算

CT透視下に検査を行った場合の
CT透視下気管支鏡検査加算

生年月日

受診日

使用薬品名

免疫染色病理組織標本作製

免疫染色病理組織標本作製

１項目のみ（CEAなど）

E203

同日複数科初診料

E200

N002

フローボリュームカーブ

薬価基準

胸腔鏡検査料



受診日ごとに１枚作成してください <令和元年10月1日診療報酬改正版>

48,000

5,000

10,000

単価（円） 自己負担分 D412 16,000

A000 2,880 D419 2 1,800

A000　注5 1,440 量

A000　注12 800 （　　　　　　　 ） （　        　　）ｍｌ

A001 再診料 730

A001　注3 370 単価（円） 自己負担分

A002 外来診療料 740 N000 8,600

A002　注5 370 N006　1 4,500

４抗体未満 4,000

４抗体以上 20,000

単価（円） 自己負担分 N006　4　イ 1,200

胸部ＣＴ撮影 マルチ６４列以上（共同利用施設） 10,200 N006　4　ロ 3,200

マルチ６４列以上（その他） 10,000 単価（円） 自己負担分

マルチ16列以上
64列未満 9,000 N004　2 1,900

マルチ4列以上
16列未満 7,500 N006　2 2,000

上記以外 5,600 ４抗体未満 4,000

４抗体以上 20,000

N006　4　イ 600

E200　注3 5,000 N006　4　ロ 1,600

画像診断通則4 700

画像診断通則5 1,800 単価（円） 自己負担分

画像診断通則5 3,000 D400　1 300

画像診断通則3 1,200 検査料 1,050

造影剤　品名 量 2,300

（　　　　　　　 ）（　                　　　）ｍｌ 2,900

単価（円） 自己負担分 4,200

E001 850 D026　4 1,440

画像診断通則4 700 D026　4　注3 400

E002 680

エックス線診断料通則4 570 単価（円） 自己負担分

単価（円） 自己負担分 D200　1 900

D303 72,000 D200　2 1,000

60,000 D205 1,400

重症時の場合 83,000 単価（円） 自己負担分

L008 注9 450 D419　3 500

L009 2 10,500 D007　37 1,400

25,000 D026　3 1,440

気管支肺胞洗浄法検査を同時に
行った場合の加算 2,000 D026　注3 400

精密検査合計金額

請求金額　（10円未満四捨五入）

大・ 昭・ 平

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

4　著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が疑われた場合

病理診断管理加算２（細胞診断）

病理診断管理加算２（組織診断）

生化学的検査（Ⅱ）判断料

検体検査管理加算（Ⅰ）

ｶﾞｲﾄﾞｼｰｽを用いた超音波断層法を
併せて行った場合のｶﾞｲﾄﾞｼｰｽ加算

CT透視下に検査を行った場合の
CT透視下気管支鏡検査加算

生年月日

受診日

使用薬品名

免疫染色病理組織標本作製

免疫染色病理組織標本作製

１項目のみ（CEAなど）

E203

同日複数科初診料

E200

N002

フローボリュームカーブ

薬価基準

胸腔鏡検査料

気管支ファイバースコピー
（気管支肺胞洗浄法検査加算含）

（1）肺呼吸機能検査

（3）胸腔鏡検査・気管支ファイバースコピー

画像診断管理加算3

（2）胸部単純撮影

写真診断料

画像診断管理加算1

撮影料

エックス線診断料

L100に掲げる神経ブロックを併行した場合の加算料
（石綿関連疾患が疑われ精検として必要時に限る）

呼吸機能検査等判断料

血液ガス分析

D302

麻酔料

麻酔管理料（Ⅰ）

生化学的検査（Ⅰ）判断料

検体検査管理加算（Ⅰ）

病理診断管理加算１（細胞診断）

細胞診

胸水検査

動脈血採取

（2）動脈血液ガス分析検査

D009

造影剤使用加算

3　石綿による肺がんが疑われた場合画像診断管理加算1

（1）腫瘍マーカー検査

肺気量分画測定

２項目

３項目

４項目以上

画像診断管理加算2

血液採取

電子画像管理加算

細胞診断料

平成31年度

病理診断管理加算１（組織診断）

自己負担率 30　・　20　・　10　・　0　％

2　中皮腫、石綿による肺がんが疑われた場合

（1）病理組織診断

0　精密検査において、初診料や再診料が必要な場合

病理組織標本作製

（1）初・再診

組織診断料

初診料

経皮的針生検法
（透視、心電図検査及び超音波検査含む）

―

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（フリガナ）

精密検査にかかる費用負担明細書

円

1 中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸
膜肥厚が疑われた場合

（2）細胞診断

（1）造影胸部CT撮影

氏　　　名

受診医療機関名

N002

機能強化加算

4,500CT診断

D415

経気管肺生検法

円

同日複数科再診料

同日複数科外来診療料

薬価基準 ―

L008 5


